
※各事業は状況により延期または中止になる場合が   あります。詳細については直接お問い合わせください。

おしらせ・スポーツ・図書館マル福改正

31 広報きたあきた　2022.3.1 30広報きたあきた　2022.3.1

お し ら せ

■ AIA国際活動助成金募集のお
しらせ

　県内で国際交流や国際協力・国際理
解などの多文化共生を推進する活動を
行う民間の団体を対象に、その事業資
金の一部を助成します。（上限８万円）
１期募集 募集期間３月１日～３月31日
 実施時期４月１日～翌３月15日
２期募集 募集期間７月１日～７月31日
 実施時期８月１日～翌３月15日
※ 詳細は（公財）秋田県国際交流協会
 ☎018‐893‐5499まで
※ 申請書はHPからダウンロードできる
ほか、協会窓口でも配布しています。

ス ポ ー ツ図 書 館
■鷹巣体育館　☎62‐3800
▶3/20（日）ミニバイアスロン大会＝

高津森クロスカントリーコース阿仁ス

キー場隣

■鷹巣図書館　☎62‐1707

【開館時間】 ９時～19時

　　　　　 ※土日、祝日は17時まで

【3月の休館日】

２日、９日、16日、20日、23日、29日～

31日

■森吉図書館　☎72‐3192

【開館時間】 ９時～17時

【3月の休館日】

２日、９日、16日、20日、21日、23日、

29日～31日

（単位：マイクロシーベルト毎時）

　測定の結果、
秋田県の通常レ
ベルを超える数
値は観測されて
いません。

市 役 所 本 庁 舎 前
　〃　合川庁舎前
　〃　森吉庁舎前
　〃　阿仁庁舎前
クリーンリサイクルセンター前
一般廃棄物最終処分場
鷹巣埋立地最終処分場

観測地点
0.02
0.02
0.04
0.04
0.03
0.02
0.02

測定結果

北秋田市環境放射線量測定結果
空間線量調査（１月25日測定）

※県の通常レベル
　0.022～0.086

問い合わせ
生活課環境係
☎62̶1110
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国民年金保険料学生納付特例制度のご案内

　「学生納付特例制度」は、在学期間中の国民年金保険料の納付を猶予す
る制度です。対象者は20歳以上の学生で、本人の前年所得が128万円以
下の方となります。ご希望の方は、在学期間が分かる学生証のコピーまた
は在学証明書を持って申請してください。
　また、現在「学生納付特例制度」により保険料を納付猶予されている方で、
令和４年度も引き続き在学予定の方へ、３月末にハガキ形式の学生特例申
請書が日本年金機構より送付されます。同一の学校に在学されている方は、
このハガキを返送することにより令和４年度の申請ができますので、忘れ
ずにお手続きください。

　　市民課国保年金係 ☎62‐1118　鷹巣年金事務所 ☎62‐1490問

※休館のお知らせ　合川公民館および図書室（引っ越し作業のため）
　　　　　　　　　３月24日（木）～４月23日（土）
※事務所移転　３月24日（木）から改築後の合川公民館へ移動
　　　　　　　（電話・FAXはこれまでどおり）
※休館中は代替施設として下記の施設が利用可能です
　合川保健センター／上杉あいターミナル （合川公民館 ☎78‐2114）
　合川体育館 （合川体育館 ☎78‐2178）
　セントラル合川 （合川総合窓口センター ☎78‐2100）

合川公民館4/24リニューアルオープン合川公民館4/24リニューアルオープン
　改築中の合川公民館が４月24日にリニューアルオープンします。当日は、
楽しいイベントを行いますので、ぜひご参加ください。なお、イベントの
詳細は４月号でお知らせします。

高校生世代の福祉医療制度（マル福）が改正されます！
～全額助成開始は令和４年４月１日から～

　北秋田市では、高校生世代を対象とした福祉医療費助成制度について、これまで自己
負担（診療報酬明細１枚当たり500円まで）を超えた分を助成していましたが、４月１
日診療分から全額助成します。
　このたびの改正により、医療機関窓口での自己負担額は０円となります。
※県外受診の際や保険適用外の診療についての取扱いに係る変更はありません。

【お問合せ先】市民課国保年金係 ☎62‐1118

【留意点】
　高校生世代の方で、現在黄色の受給者証（マル福カード）をお持ちの方は、４月１日
以降は医療機関受診時にご使用になりませんようお願いします。
　黄色の受給者証はお近くの北秋田市役所窓口にご持参いただくか、ご自身で破棄する
ようお願いします。

【受給者証交付の流れ】

※高校生世代は医療機関・調剤薬局ごとに500円／月の自己負担額を超えた部分を助成します

令和４年
３月31日

まで

対象者 医療費 受給者証の色

黄
高校生世代

（高校等修了年度の
  3/31まで）

個人の負担上限は
500円まで

内　容 期　間 備　　考

新受給者証（白）送付 ３月上旬

４月１日以降

対象の方（高校生世代）に送付します

市役所・各窓口センターにご持参いただくか、
ご自身で破棄するようお願いします旧受給者証（黄）送付

令和４年
４月１日
から

対象者 医療費 受給者証の色

白全額助成
高校生世代

（高校等修了年度の
  3/31まで）


